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別冊 宮城県行財政運営・改革方針（第１期）具体的取組 

  



 

はじめに 

 

本県は，東日本大震災から１０年という節目を迎え，本格的な人口の減少局面を

迎えることが想定されているとともに，大規模化・多様化する自然災害，新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大といった時代の転換点に直面しています。 

そのような中，県では，令和２年１２月に県政運営の基本的な指針である「新・

宮城の将来ビジョン（以下「新ビジョン」という。）」を策定し，令和３年度から

の１０か年を計画期間として，県政運営の理念※１や政策推進の基本方向を示しまし

た。そこでは，今後見込まれる社会の変化を踏まえながら，県政運営の理念を実現

するため，４つの県行政運営の基本姿勢※２を掲げ，全庁一丸となって新ビジョンに

掲げる施策を展開していくこととしています。 

特に，過去に経験したことのない人口減少社会の到来に向け，県民サービスの維

持・向上を図るためには，県においても「時代の変化に対応する行財政運営」がよ

り一層求められます。 

そのため，財政や組織，業務プロセスなど行財政運営のあり方を見直し，合理的

根拠に基づく政策形成を推進するとともに，行政のデジタル化による県民サービス

の向上，公共施設の計画的な更新・長寿命化や最適化，業務の効率化や働き方改革

の推進，新たな社会に対応できる人材の育成など，不断の行財政改革に取り組んで

いきます。また，職員一人ひとりが，こうした行財政改革に真摯に向き合い，組織

全体としての生産性の向上を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 県政運営の理念 

富県躍進！“PROGRESS Miyagi” 

～多様な主体との連携による活力ある宮城を目指して～ 

 

 

 

 

 

※２ 県行政運営の基本姿勢 

民の力を生かした  

県行政運営  

時代の変化に対応  

する行財政運営  

広域的な視点に  

立った行政  

市町村との  

パートナーシップ  

私たちが目指す１０年後の姿は，震災からの復興を成し遂げ，民の力を最大限に生かした多様な主

体の連携により，これまで積み重ねてきた富県宮城の力が更に成長し，県民の活躍できる機会と地域

の魅力にあふれ，東北全体の発展にも貢献する，元気で躍動する宮城です。 

そして，県民一人ひとりが，安全で恵み豊かな県土の中で，幸福を実感し，いつまでも安心して暮

らせる宮城です。 
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１ 位置づけ 

 

県では，平成３０年３月に「第二期宮城県行政改革・行政運営プログラム」を策

定し，「県政の質の向上」を基本理念に掲げ，震災からの着実な復興と復興後のス

テージを見据えた効果的・効率的な行政運営や持続可能な財政運営の確立など行財

政運営の具体的な取組を推進してきました。 

「宮城県行財政運営・改革方針（第１期）」（以下「本方針」という。）は，令

和２年度で終期を迎える「第二期宮城県行政改革・行政運営プログラム」の取組を

継承するものですが，新ビジョンの全計画期間を視野に，新ビジョンに掲げられた

各種政策・施策の着実な推進を下支えするものとして，今後の県の行財政運営に関

する考え方や取組の方向性を示すものです。 

また，新ビジョンは，県政運営の最上位計画として，各行政分野における個別計

画を先導するものであることから，本方針で示す行財政運営の考え方は，それらの

個別計画においても共有し，全庁一丸となって施策を推進していくこととします。 

 

 

２ 計画期間 

 

本方針は，新ビジョンの実施計画の期間に合わせ，また，社会の変化に的確に対

応するため，令和３年度から令和６年度までの４か年を計画期間とし，各取組を推

進していきます。 

 

 

 

 

  

（新ビジョンと本方針の関係図） 

 
新・宮城の将来ビジョン（１０か年） 
県政運営の理念「富県躍進！“PROGRESS Miyagi” 

～多様な主体との連携による活力ある宮城を目指して～」 

（実施計画：３～４年の期間で策定） 

宮
城
の
将
来
像
の
実
現 

令和１２年度 令和３年度 

 
下支え 

宮城県行財政運営 

・改革方針（第１期） 

Ｒ３～Ｒ６（４か年） 

第二期宮城県 

行政改革・運営 

プログラム 

Ｈ３０～Ｒ２ 

県の行財政運営に関する考え方・取組の方向性 

 

第２期 

（３か年） 

継 

承 

 

第３期 

（３か年） 
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３ 宮城県の行財政運営の考え方 

 

（１）行財政運営上の現状と課題 

 

【現状】 

 

本県では，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災以降，震災からの復

旧・復興を県政運営の最優先課題とし，「創造的な復興」の実現に向けて，様々な

取組を進めてきました。令和３年度からの５年間は，国が示した「第二期復興・創

生期間」であり，引き続き，被災地の復興の完遂に向けたきめ細かなサポートに取

り組む必要があります。 

一方で，本県においても人口減少や少子高齢化が本格的に進行することが見込ま

れており，様々な分野で人口動態の変化の影響やリスクが想定されます。また，新

型コロナウイルス感染症は，世界中で猛威を振るい，県民生活や地域経済に様々な

影響を及ぼしています。 

こうした中，本県では，復興関連業務や多発する災害等へ対応しながら行政サー

ビスの維持・向上を図るため，効果的・効率的な行財政運営に取り組んできたとこ

ろですが，一部業務では職員の充足が困難な状況となっています。また，新型コロ

ナウイルス感染症の流行を契機に，テレワークなどデジタル技術の活用が普及し，

行政分野においてもその重要性が更に増していますが，本県のデジタル化への対応

は十分とは言えない状況にあります。 

 このような状況も踏まえながら，新ビジョンに掲げる宮城の将来像の実現に向け

て，着実に行財政運営の取組を進めて行く必要があります。 

 

 

【これからの課題】 

 

社会の変化への対応 

人口減少・少子高齢化の進行，ＡＩ・ＩＣＴ等先端技術の革新・普及などの社会

の変化を背景に，人々の価値観やライフスタイルが多様化し，地域課題や社会ニー

ズの変化とともに行政需要も変化していくことが想定されます。こうした変化に的

確かつ柔軟に対応するためには，広い視野と高い先見性を持って行財政運営を行っ

ていく必要があります。 
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行財政運営の基盤強化 

生産年齢人口の大幅な減少や少子高齢化により人手不足が進むことで，行財政運

営の基盤である職員と財源を十分に確保することが困難になることが予想されます。

限られた職員と財源で質の高い行政サービスを提供し続けるためには，これまで以

上に効果的・効率的な組織体制と行財政運営を実現していく必要があります。 

 

 

デジタルトランスフォーメーションの推進 

社会全体で新たな時代に対応したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）※の

動きが加速しており，本県においても，このような動きに的確に対応できる組織体

制や環境整備に取り組んでいく必要があります。また，県民のデジタル環境への対

応状況に配慮しながら，利便性向上のため「新たな日常」に対応した行政サービス

のあり方を見直していく必要があります。 

 
※デジタルトランスフォーメーション（DX：Digital Transformation）：企業がビジネス環境の激しい変化に

対応し，データとデジタル技術を活用して，顧客や社会のニーズを基に，製品やサービス，ビジネスモデル

を変革するとともに，業務そのものや，組織，プロセス，企業文化・風土を変革し，競争上の優位性を確立

すること （経済産業省「「DX推進指標」とそのガイダンス」より） 

 

 

震災の経験・教訓の活用 

本県では，令和２年度を終期とする「宮城県震災復興計画」を策定し，復旧・復

興に取り組んできましたが，復旧・復興の進捗とともに被災した方々の心のケアや

震災の伝承などソフト面における様々な課題への対応が必要となっています。今後

は職員や財源の確保が困難になる中でのきめ細かなサポートが求められるとともに，

震災の経験・教訓を風化させることなく，また，新たな災害にも的確に対応できる

よう行財政運営を進めていくことが必要です。 
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（２）宮城県庁のあるべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

本方針では，宮城県庁のあるべき姿として「変化に適応し，信頼される宮城県庁

～富県躍進を支える持続可能な行財政運営～」を掲げ，新ビジョンで目指す宮城の

将来像の実現に必要な行財政運営を全庁一丸となって進めていきます。 

今後，ますます多様化する県民ニーズへの対応や更なる地域活性化を推進してい

くためには，県民，民間企業，ＮＰＯ等の「民の力」を最大限に活用し，また，基

礎自治体である市町村とのパートナーシップにより，多様な主体と一体となって取

り組んでいく必要があります。 

一方，県庁組織内においては，法令の遵守，適正な予算や事務の執行等，自律的

な行財政運営と組織改革を更に進め，職員の能力向上にも取り組んでいく必要があ

ります。 

「富県躍進」を目指し，社会の変化に的確に対応しながら信頼され続ける宮城県

庁であるために，以下３つの基本方向を掲げ，持続可能な行財政運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変化に適応し，信頼される宮城県庁 

～富県躍進を支える持続可能な行財政運営～ 

質の高い行政サービスを提供し続けるため，民間の知恵を活用しながら，創

意工夫によりこれまでの仕組みや手法を見直し，自らイノベーションを生み出

す組織を目指します。 

 

職員一人ひとりが，現状・課題に真摯に向き合い，責任感を持って仕事に取

り組み，県民や民間企業，市町村，ＮＰＯなど多様な主体との協働により，先

見性のある行財政運営を目指します。 

 

県民から信頼される県庁となるよう，県政の公平性・透明性を確保し，県政

に貢献できる意欲的な人材の育成を図り，職員が元気に活躍できる県庁を目指

します。 

１ 

２ 

３ 
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４ 第１期における取組の方向性 

 

（１）目標 

第１期は，宮城県庁のあるべき姿「変化に適応し，信頼される宮城県庁～富県

躍進を支える持続可能な行財政運営～」への基盤をつくる重要なステップとなる

ことから，前述の宮城県の行財政運営の考え方を踏まえ，行財政運営・行政改革

における目標を示し，各取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）課題 

   目標達成に向けて，特に以下の４つの課題に対処していく必要があります。 

 

① 歳入減少と財政の硬直化 

 

国の復興予算の縮小，人口減少や経済に影響を与える事象の発生による税収の

減少など，歳入減少が見込まれる一方で，社会保障関係経費の需要増加や県有施

設の老朽化対策など，歳出増加が予想されます。財政の健全化のため，これまで

以上に歳入確保と歳出抑制の対策が必要となります。 

→ 取組の柱１「財政基盤と組織体制の強化」 

 

 

② 行政のデジタル化 

 

社会全体で新しい生活様式・働き方が模索され，ＩＣＴ等の役割がますます高

まっており，行政においてもＩＣＴを活用した行政サービスの向上や行政事務の

効率化が求められています。合わせて，職員のＩＣＴ活用能力の向上や情報セキ

ュリティの確保対策にも柔軟に対応していく必要があります。 

→ 取組の柱２「ＩＣＴ活用と働き方改革の推進」 

持続可能な行財政運営に向けて，財政基盤と組織

体制を強化するとともに，ＤＸを通じて業務その

ものやプロセスの変革を進めます。 
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③ 大規模災害等への備え 

 

近年，自然災害が多発し，また大規模化により想定を超える被害が発生してお

り，複合災害や感染症への対策にも備える必要があります。そのような中，自治

体同士や様々な機関との応援協力体制がますます重要となっています。本県は，

東日本大震災で甚大な被害があり復旧・復興を進めてきましたが，一方で震災か

ら１０年が経過して震災対応を経験していない職員の比率が高くなり，ノウハウ

の継承や災害時のマンパワー不足が懸念されます。 

→ 取組の柱４「危機対応と震災の経験の継承」 

 

 

④ 職員の年齢構成や勤務環境の変化 

 

職員の年齢構成の偏在により，４０歳前後の職員が他の年齢層と比べて少ない

状況にあり，現在の管理監督職員の退職後には，幅広い年齢層で県組織のマネジ

メントを担う必要性が生じるなど，早期からのマネジメント力の向上等が必要に

なっています。また，育児・介護等により勤務時間等に配慮が必要な職員が増加

しており，ワークライフバランスの重要性が増しています。 

→ 取組の柱２「ＩＣＴ活用と働き方改革の推進」 

→ 取組の柱３「人財育成とコンプライアンスの徹底」 

 

 

（３）取組 

目標達成に向けて課題の解決を図りながら，質の高い行政サービスを提供し続

けるため，行財政運営の基盤である財政，組織，職員について，ＩＣＴの利活用

や働き方改革の推進及びコンプライアンスの徹底の観点から，以下３つの柱によ

りテーマを設定し，重点的・集中的に取り組みます。 

・柱１ 財政基盤と組織体制の強化      

・柱２ ＩＣＴ活用と働き方改革の推進    

・柱３ 人財育成とコンプライアンスの徹底  

 

さらに，復興の完遂に向けたきめ細かなサポートを推進するとともに，大規模

災害等に対する危機管理を強化するため，以下により取り組みます。 

・柱４ 危機対応と震災の経験の継承     
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また，各取組は相互に関連するものとして，県政全体の最適化を意識し，組織

間の課題の共有と横断的連携を図ります。 

 

 

① 財政基盤と組織体制の強化 

 

 視 点  

目標達成に向けて必要な実行力と予算 

 取組の効果について大きな視点で考えることで，県全体の効果的・効率的予算

執行につながります。職員が積極的に行動でき，実行につなげられる体制づくり

や全庁一丸となって対応できる仕組みづくりが必要です。 

 

 テーマ  

●財政基盤の強化 

 「みやぎ財政運営戦略（第３期）」や「宮城県公共施設等総合管理方針」を推

進し，歳入確保策と歳出削減策を進めるとともに，公共施設の計画的な更新・長

寿命化や最適化を図ります。 

●組織体制の整備 

 効率的かつ効果的な組織の再編や人材の確保を通じて，政策の遂行に必要な体

制を整備します。 

●多様な主体との連携 

 県民や民間企業，市町村，ＮＰＯなど多様な主体との連携により多様化，複雑

化する地域課題，行政課題に的確に対応します。 

組織

財政

コンプライ

アンス

職員

ＩＣＴ

働き方改革



- 8 - 

 

 

② ＩＣＴ活用と働き方改革の推進 

 

 視 点  

質の高い業務遂行と働き方改革 

ＩＣＴの活用は，行政手続における県民サービスの利便性の向上を図るととも

に，業務の効率化や生産性の向上につながるものです。時間を確保することで，

考える心の余裕を生み出し，創意工夫した業務の遂行につなげます。 

 

 テーマ  

●ＩＣＴ利活用による効率的な行政サービスの推進 

  「すぐ使える」「簡単」「便利な」行政サービスの実現に向け，行政手続のオ

ンライン化など行政のデジタル化を推進し，県民の利便性の向上を図ります。 

●働き方改革の推進 

  業務の効率化や見直し，テレワークやＷｅｂ会議などの新たな働き方の導入，

また，ワーク・エンゲイジメント※の向上により，職員の生産性向上を図ります。 

 
※ワーク・エンゲイジメント：仕事に関連するポジティブで充実した心理状態として，「仕事から活力を得

ていきいきとしている」（活力），「仕事に誇りとやりがいを感じている」（熱意），「仕事に熱心に取

り組んでいる」（没頭）の３つが揃った状態 （厚生労働省「令和元年版労働経済の分析」より） 

 

 

③ 人財育成とコンプライアンスの徹底 

 

 視 点  

時代の変化に対応する行財政運営 

組織全体の総合力を高めるためには，職員個人の能力の向上を図り，組織とし

て知識や経験を継承し，そこで得られたノウハウを最大限活用することが重要で

す。また，常に新しい知識と経験の習得に努め，課題を知り，目的を見極め，最

適な手段を選び，検証・見直しを図るといったサイクルを習慣化し，コンプライ

アンスを徹底して，業務に取り組むことが県民の信頼につながります。 

 

 テーマ  

●人財の育成 

  「みやぎ人財育成基本方針」に基づく職員研修や政策コンテスト等により課題

解決力や政策立案力の向上を図り，新たな社会に対応できる人財を育成します。 
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●コンプライアンスの徹底 

 内部統制システムの適切な運用を軸として，コンプライアンスを徹底し，組織

の信用を高めます。 

●透明性と信頼の確保 

 内部統制システムの適切な運用や積極的な情報発信により透明性を高めるとと

もに，広聴活動や県民意識調査により県民ニーズを把握し，政策に生かすことで

信頼の確保を図ります。 

 

 

④ 危機対応と震災の経験の継承 

 

 視 点  

危機対応の更なる充実 

自然災害等に対しては，これまでの経験や教訓を生かし，防災体制の更なる充

実・強化を図るとともに，職員一人ひとりが迅速に災害対応するため，日頃から

災害等の発生時に円滑に行動できるように備えておくことが大切です。 

 

 テーマ  

●危機対応力の強化 

県全体の防災体制の整備や学校防災体制の整備により，危機対応を万全にする

とともに，職員研修を通して，危機対応力の強化を図ります。 

●復興の完遂と経験の継承 

復興の完遂に向けた市町村への継続した支援や，震災の記憶や教訓を伝承し，

災害対応への活用を図ります。 
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５ 進行管理 

 

本方針については，実効性と実行力を確保していくため，宮城県行政経営推進委

員会の意見を踏まえ，宮城県行政改革推進本部で評価を行い，ＰＤＣＡサイクルに

より，継続的な改善を図りながら着実に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，具体的取組には，進行管理「検討・計画・実施・効果検証」を設定し，毎

年度，その確認を行い，必要に応じて内容を見直します。 

  

Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Action

改善

 

●計画                                  

取組項目について計画（具体的取組）を作成します。 

●実行                                  

具体的取組を実行します。 

●評価                                  

計画期間終了後，目標の達成状況を確認し，行政経営推進委員会，行政改革推

進本部で評価を行います。 

●改善                                  

評価結果を踏まえ，次期方針（第２期）の計画へ反映します。 
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６ 具体的取組 

 

① 財政基盤と組織体制の強化 

テーマ 具体的取組 

財政基盤の強化 

「みやぎ財政運営戦略（第３期）」の推進 

県税の徴収対策 

県有資産を活用した歳入確保 

「宮城県公共施設等総合管理方針」の進捗管理 

公社等外郭団体の自立的運営の促進 

組織体制の整備 
効率的かつ効果的な組織の再編 

採用困難となっている職種の確保 

多様な主体との連携 

民間の創意工夫を活かせる制度の活用 

ＮＰＯ，民間企業・大学等との協働・連携の推進 

横断的連携，地域連携の推進 

 

② ＩＣＴ活用と働き方改革の推進 

テーマ 具体的取組 

ＩＣＴ利活用による効率的な行

政サービスの推進 
最適化による県民サービスの向上 

働き方改革の推進 

職員の働き方改革の推進 

会計事務の簡素化・効率化の推進 

ワーク・エンゲイジメントの向上 

 

③ 人財育成とコンプライアンスの徹底 

テーマ 具体的取組 

人財の育成 

職員研修の充実・強化 

専門職員の知識・技術力向上 

政策立案能力の向上 

コンプライアンスの徹底 内部統制システムの適切な運用 

透明性と信頼の確保 

情報公開の推進と行政文書の適正管理の徹底 

多様な媒体を活用した広報の推進 

県民意識調査等による県民ニーズの把握 
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④ 危機対応と震災の経験の継承 

テーマ 具体的取組 

危機対応力の強化 

防災体制の整備 

地域と連携した学校防災体制の整備 

職員研修の充実・強化（再掲） 

復興の完遂と経験の継承 

復興事業のフォローアップ 

震災復興に関する広報・啓発 

災害対応と震災の経験の継承 

 

 

具体的取組の詳細については，別冊「宮城県行財政運営・改革方針（第１期）具

体的取組」に記載しています。 



 

 

 


